
第 五 章  団 体 ・グル ー プ 契 約

(団体 ・グループ契約)

第二十一条 当 社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその

責任ある代表者 (以下 「契約責任者Jと いいます。)を 定めて申し
込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用し
ます‐
(契約責任者)

常二十二条 当 社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団
体 ・グループを構成する旅行者 (以下 「構成者」といいます。)の
受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有 しているも
のとみなし、当該団体 ・グループに係る旅行業務に関する取引及び
第二十六条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。

2 契 約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提
出 しなければな りません,

3 当 社は、契約責任者が構成者に対 して現に負い、又は将来負 うこ

とが予測 され る債務又は義務 については、何 らの責任を負 うもので

はあ りません.

4 当 社は、契約責任者が団体 ・グループに同行 しない場合、旅行開

始後においては、あ らか じめ契約責任者が選任 した構成者を契約責

任者 とみな します。

(契約成立の特貝け)

第二十三条 当 社は、契約責任者 と受注型企画旅行契約 を締結す る場

合において、第六条第一項の規定にかかわ らず、申込金の支払いを

受 けることな く受注型企画旅行契約 の締結 を承諾す ることがあ り

ます。

2 前 項の規定に基づき申込金の支払いを受けることな く受注型企画

旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載

した書面を交付す るもの とし、受注型企画旅行契約は、当社が当該

書面を交付 した時に成立するもの とします。

第六章 旅 程管理

(旅程管理)

第二十四条 当 社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施 を確保す る

ことに努力 し、旅行者に対 し次に掲げる業務 を行います。 ただ し、

当社が旅行者 とこれ と異なる特約 を結んだ場合には、この限 りでは

ありません.
一 旅 行者が旅行 中旅行サー ビスを受 け ることができないおそれ

があると認め られ るときは、受注型企画旅行契約に従つた旅行サ
ー ビスの提供 を確 実に受 け られ るために必要な措置 を議ず るこ

と.

二 前 号の措置を講 じたにもかかわ らず、契約内容 を変更せ ざるを

得ない ときは、代替サー ビスの手配を行 うこと。 この除、旅行 日

程を変更するときは、変更後の旅行 日程が当初の旅行 日程の趣 旨

にかな うもの となるよう努めること、また、旅行サー ビスの内容

を変更す るときは、変更後の旅行サー ビスが当初の旅行サー ビス

と同様のもの となるよう努めること等、契約内容の変更を最小限

にとどめるよう努力す ること.

(当社の指示)

第二十五条 旅 行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体

で行動す るときは、旅行を安全かつ円滑に実施す るための当社の指

示に従わなければな りません。

(添乗員等の業務)

第二十六条 当 社は、旅行の内容 によ り添乗員その他の者を同行 させ

て第二十四条各号 に掲げ る業務その他 当該受 注型企画旅行 に付随

して当社が必要 と認 める業務 の全部 又は一部 を行わせ ることがあ

ります.

2 前 項の添乗員その他の者が同項の業務に従事す る時間帯は、原則

として八時から二十時まで とします。

(保護措置)

第二十 し条 当 社は、旅行 中の旅行者が、疾病、傷害等により保護 を

要する状態にあると認めた ときは、必要な措置を講ず ることがあ り

ます. この場合において、これが当社の責に帰すべ き事由によるも

のでない ときは、当該措置に要 した費用は旅行者の負担 とし、旅行

者は当該費用を当社が指定す る期 日までに当社 の指 定す る方法で

支払わなければな りません.

第 七 章  責 任

(当社の責任)

第二十八条 当 社は、受注型企画旅行契約の履行に当たつて、当社又

は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者 (以下 「手配

代行者」といいます。)が 故意又は過失により旅行者に損害を与え

たときは、その損害を賠償する責に任 じます。ただし、損害発生の

翌日から起算 して二年以内に当社に対 して通知があつたときに限

りま・Ⅲ

2 旅 行者が天災地変、戦乱、暴動、運送 ・宿泊機関等の旅行サービ

ス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の

関与し得ない事由により損害を被つたときは、当社は、前項の場合

を除き、その損害を賠償する責任を負 うものではありません。

3 当 社は、手荷物について生 じた第一項の損害については、同項の

規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算 して、国内旅行にあつ

ては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対 し
て通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度 (当
社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)と して賠償 しま

す。

(特別補償)

第二十九条 当 社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずる
か否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者
が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被つた
一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支
払います。

2 前 項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負 う
ときは、その責任に基づいて支払 うべき損害賠償金の額の限度にお
いて、当社が支払 うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなし

ます。
3 前 項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償
金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払 うべき損害
賠償金 (前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みま

す。)に 相当する額だけ縮減するものとします。
4 当 社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行

代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、受注型

企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。

(旅程保証)

第二十条 当 社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更 (次
の各号に掲げる変更 (運送 ・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供

を行つているにもかかわらず、運送 ・宿泊機関等の座席、部屋その

他の諸設備の不足が発生 したことによるものを除きます。)を 除き

ます。)が 生 じた場合は、旅行代金に同表下欄に記栽する率を乗 じ

た額以上の変更補償金を旅行終了日の翌 日から起算 して三十 日以

内に支払います。だだし、当該変更について当社に第二十人条第一

項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、こ

の限 りではあ りません。
一 次 に掲げる事由による変更

イ 天 災地変

口 戦 乱

ハ 暴 動

二 官 公署の命令

ホ 運 送 ・宿泊機関等の旅行サー ビス提供の中止

へ 当 初の運行計画によらない運送サー ビスの提供

卜 旅 行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

二 第 十三条第一項 の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更

された ときの 当該変更 され た部分及び第十六条 か ら第十八条ま

での規定に基づいて受 注型企画旅行契約が解除 された ときの当

該解除 された部分に係 る変更

2 当 社が支払 うべ き変更補償金の額は、旅行者一名 に対 して一受注

型企画旅行 につ き旅行代金 に十五%以 上の 当社 が定め る率 を乗 じ

た額 をもつて限度 とします。 また、旅行者一名に対 して一受注型企

画旅行 につ き支払 うべ き変更補償金の額が千円未満であるときは、

当社は、変更補償金を支払いません。

3 当 社が第一項の規定に基づき変更補償金 を支払 つた後に、当該変

更について当社 に第 二十八条第一項の規定に基づ く責任が発生す

ることが明 らかになった場合 には、旅行者は当該変更に係 る変更補

償金 を当社に返還 しなければな りません。 この場合、当社は、同項

の規定に基づ き当社 が支払 うべ き損害賠償金 の額 と旅行者 が返還

すべき変更補償金の額 とを相殺 した残額を支払います。

(旅行者の責任)

第二十一条 旅 行者の故意又は過失によ り当社が損害を被つた ときは

当該旅行者は、損害を賠償 しなければな りません。

2 旅 行者は、受注型企画旅行契約 を締結す るに際 しては、当社か ら

提供 された情報を活用 し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅

行契約の内容について理解す るよう努めなければな りません。

3 旅 行者は、旅行開始後 において、契約書面に記哉 された旅行サー

ビスを円滑に受領す るため、万が一契約書面 を異なる旅行サー ビス

が提供 された と認識 した ときは、旅行地において速やかにその旨を

当社、当社の手配代行者又は当該旅行サー ビス提供者に申 し出なけ

ればな りません。

第 八 章  弁 済 業 務 保 証 金

(弁済業務保証金)

第二十二条 当 社は、一般社団法人日本旅行業協会 (東京都千代田区

霞が関三丁目3香 3号 )の 保証社員になつております。

2 当 社と受注型企画旅行契約を締結 した旅行者又は構成者は、その

取引によつて生じた債権に関し、前項の一般社団法人日本旅行業協

会が供託 してい る弁 済業務保証金 か ら

まで弁済を受けることができます。

円に達す る

3 当 社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社

団法人 日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付 してお りま

すので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供耗 しておりませ

ん。


